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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関心対象の光学検査用の光学検査装置において、前記光学検査装置が、
　前記関心対象からの第１の放射線及び第２の放射線を検出し、第１の検出データ及び第
２の検出データを生じるように構成された検出器ユニットであって、複数の第２の検出デ
ータが異なる時間間隔において取得される、当該検出器ユニットと、
　前記関心対象に関する静止状態の空間分解情報を決定し、前記関心対象の血液動態を再
構成する決定ユニットと、
を有し、
　前記第１の検出データが、前記関心対象内の第１の酸素濃度に対応し、
　前記第２の検出データが、前記第１の酸素濃度とは異なる前記関心対象の第２の酸素濃
度に対応し、
　前記決定ユニットが、第１の時間間隔において取得された前記第１の検出データ及び前
記第１の時間間隔において取得された前記第２の検出データの比に基づいて前記関心対象
に関する静止状態の空間分解情報を決定し、
　前記決定ユニットが、前記第１の時間間隔において取得された前記第１の検出データと
前記第１の時間間隔の後に取得された複数の第２の検出データとの比に基づいて前記関心
対象の血液動態を再構成する、
光学検査装置。
【請求項２】
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　前記関心対象に一次光学放射線を放出するように構成された光学放射線源を更に有する
、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項３】
　前記決定ユニットが、前記第１の検出データ及び前記第２の検出データに基づいて前記
関心対象の２次元又は３次元画像を再構成するように構成される、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項４】
　前記第１の検出データが、前記関心対象の拡張期に対応し、
　前記第２の検出データが、前記関心対象の収縮期に対応する、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項５】
　前記光学検査装置が、前記検出器ユニットによる前記第１の放射線及び前記第２の放射
線の検出中に前記関心対象の心電図データを取得するように構成された心電図ユニットを
更に有し、
　前記決定ユニットが、前記心電図データに基づいて、前記拡張期、したがって前記第１
の検出データを識別し、前記収縮期、したがって前記第２の検出データを識別するように
構成される、
請求項４に記載の光学検査装置。
【請求項６】
　前記検出器ユニットが、前記第１の検出データとして第１及び第２の透過データを検出
し、前記第２の検出データとして第１及び第２の反射データを検出するように構成される
、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項７】
　光学マンモグラフィ装置として構成される、請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項８】
　前記検出器ユニットが、空間分解検出器である、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項９】
　前記検出器ユニットが、周波数分解検出器又はエネルギ分解検出器である、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項１０】
　前記検出器ユニットが、時間分解検出器である、
請求項１に記載の光学検査装置。
【請求項１１】
　光学検査装置を用いて関心対象を検査する方法において、前記方法が、
　前記関心対象からの第１の放射線及び第２の放射線を検出し、第１の検出データ及び第
２の検出データを生じるステップであって、複数の第２の検出データが異なる時間間隔に
おいて取得される、当該生じるステップと、
　第１の時間間隔において取得された前記第１の検出データ及び前記第１の時間間隔にお
いて取得された前記第２の検出データの比に基づいて前記関心対象に関する静止状態の空
間分解情報を決定するステップと、
　前記第１の時間間隔において取得された前記第１の検出データと前記第１の時間間隔の
後に取得された複数の第２の検出データとの比に基づいて前記関心対象の血液動態を再構
成するステップと、
を有し、
　前記第１の検出データが、前記関心対象内の第１の酸素濃度に対応し、
　前記第２の検出データが、前記第１の酸素濃度とは異なる前記関心対象内の第２の酸素
濃度に対応する、
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方法。
【請求項１２】
　前記第１の放射線及び前記第２の放射線の検出中に前記関心対象の心電図データを取得
するステップと、
　前記拡張期、したがって前記第１の検出データを識別するステップと、
　前記心電図データに基づいて、前記収縮期、したがって前記第２の検出データを識別す
るステップと、
を更に有する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　関心対象を検査するコンピュータプログラムにおいて、前記コンピュータプログラムが
、プロセッサにより実行される場合に、
　前記関心対象からの第１の放射線及び第２の放射線を検出し、第１の検出データ及び第
２の検出データを生じるステップであって、複数の第２の検出データが異なる時間間隔に
おいて取得される、当該生じるステップと、
　第１の時間間隔において取得された前記第１の検出データ及び前記第１の時間間隔にお
いて取得された前記第２の検出データの比に基づいて前記関心対象に関する静止状態の空
間分解情報を決定するステップと、
　前記第１の時間間隔において取得された前記第１の検出データと前記第１の時間間隔の
後に取得された複数の第２の検出データとの比に基づいて前記関心対象の血液動態を再構
成するステップと、
を実行するように構成され、
　前記第１の検出データが、前記関心対象内の第１の酸素濃度に対応し、
　前記第２の検出データが、前記第１の酸素濃度とは異なる前記関心対象内の第２の酸素
濃度に対応する、
コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学イメージングの分野に関する。特に、本発明は、関心対象の光学検査用
の光学検査装置、光学検査装置を用いて関心対象を検査する方法、画像処理デバイス、コ
ンピュータ読み取り可能媒体及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光トモグラフィは、乳房の腫瘍の早期検出に対する最も見込みのある方法の１つである
。前記方法は、影響を受ける組織の光学特性の変化に基づく。ほとんどの種類の腫瘍に対
して、２つの効果が典型的であり、すなわち、第一に、腫瘍組織における血中濃度が増大
し、第二に、血液酸素化（blood oxygenation）が減少する。したがって、一部の腫瘍は
、増大された血管新生及び低酸素症、すなわち低酸素化を示す。したがって、血液量又は
同等に合計ヘモグロビン（Ｈｂ）濃度及び組織の酸素化は、潜在的な腫瘍マーカである。
【０００３】
　両方の数量は、オキシ‐Ｈｂ及びデオキシ‐Ｈｂの吸収スペクトルが異なるので、複数
の近赤外波長における吸収測定から決定されることができる。酸素化及びＨｂ濃度の空間
分解測定に対して、トモグラフィデータ取得及びその後の画像再構成が必要でありうる。
しかしながら、ＮＩＲ光を用いるトモグラフィ測定の難しさは、散乱が組織内の光伝播を
支配することである。このデータの完全な較正は、成功する画像再構成に対して必要であ
りうる。
【０００４】
　前記データ較正により解決されなくてはならない典型的な問題は、光学の透過、組織内
への光の結合の変化、光源及び検出ファイバの位置の変化である。測定機器に関連する較
正因子の多くは、既知の基準対象に対する基準測定により決定されることができる。この
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基準対象は、可能な限り測定対象と同様であるべきである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　取得されたデータの改良された較正を持つことが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の模範的実施例によると、関心対象の光学検査用の光学検査装置が提供されるこ
とができ、前記光学検査装置は、前記関心対象からの第１の放射線及び第２の放射線を検
出し、第１の検出データ及び第２の検出データを生じるように構成された検出器ユニット
を有する。更に、前記第１の検出データ及び前記第２の検出データに基づいて前記関心対
象に関する空間分解情報を決定するように構成された決定ユニットが提供されることがで
き、前記第１の検出データは、前記関心対象内の第１の酸素濃度に対応し、前記第２の検
出データは、前記第１の酸素濃度とは異なる前記関心対象内の第２の酸素濃度に対応する
。
【０００７】
　したがって、本発明のこの模範的実施例によると、同じ対象から取得された検出データ
を使用する検出データの較正が提供されることができる。前記第１の放射線は、画像放射
線と称されることができ、前記第２の放射線は、較正放射線と称されることができる。換
言すると、前記データの較正に対して別の較正媒体が使用されない。したがって、前記関
心対象及び（前記関心対象と同じである）前記基準媒体の光学特性は、全波長範囲にわた
り等しいので、前記較正は改良されることができる。
【０００８】
　前記第１の検出データが単一の測定に関することができるのみならず、例えば異なる照
射条件における、複数の測定に関することができることに注意すべきである。したがって
、前記第２の検出データは、他の単一の測定に関することができるのみならず、例えば異
なる照射条件における、複数の測定に関することができる。
【０００９】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記光学検査装置は、前記関心対象に一次光学放
射線を放出するように構成された光学放射線源を更に有する。
【００１０】
　したがって、一次放射線ビームは、前記関心対象に対して放出されることができる。前
記一次放射線ビームは、例えば、近赤外波長を持つことができ、前記関心対象内の特定の
領域に向けられることができる。更に、前記一次放射線ビームは、異なる波長の強度変調
レーザ光を有することができる。しかしながら、前記一次放射線ビームの変調及び異なる
波長の使用は、本発明を実行するのに必要ではない。
【００１１】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記決定ユニットは、前記第１の検出データ及び
前記第２の検出データに基づいて前記関心対象の２次元又は３次元画像を再構成するよう
に構成される。
【００１２】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記第１の検出データは、前記関心対象の収縮期
に対応し、前記第２の検出データは、前記関心対象の拡張期に対応する。
【００１３】
　したがって、前記第１の検出データ又は画像データは、前記関心対象内の高酸素（収縮
）濃度において取得されることができ、第２の画像データ又は較正データは、前記関心対
象内の低酸素（拡張）濃度の間に取得されることができる。
【００１４】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記光学検査装置は、前記検出器ユニットによる
前記第１の放射線及び前記第２の放射線の検出中に前記関心対象の心電図データを取得す
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るように構成された心電図ユニットを更に有し、前記決定ユニットは、前記心電図データ
に基づいて、前記収縮期、したがって前記第１の検出データを識別し、前記拡張期、した
がって前記第２の検出データを識別するように構成される。
【００１５】
　例えば、前記関心対象は、女性患者の乳房であることができ、前記ＥＣＧデータは、前
記患者の心拍をモニタリングすることにより取得されることができる。これは、心周期に
基づいて前記取得されたデータの較正を実行する自動光学検査を提供することができる。
【００１６】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記決定ユニットは、前記第１の放射線及び前記
第２の放射線の時間的振る舞いに基づいて前記関心対象の血液力学を再構成するように構
成される。
【００１７】
　例えば、単一画像だけでなく、前記関心対象内の動的変化を反映する動画を生じる画像
のシーケンスが計算される。したがって、前記第１のデータは、血液内の低酸素濃度の位
相の間に（例えば前記患者が酸素濃度を減少された気体を呼吸する場合に）取得されるこ
とができる。複数の第２のデータセットは、（例えば前記患者が高酸素濃度の気体を呼吸
し始めたので）血液及び組織内の異なる酸素濃度にそれぞれ対応する複数の異なる時間間
隔に取得される。前記第２のデータセットが取得される前記複数の時間間隔は、フィルム
が構成される測定のシーケンスに対応する。前記フィルムは、どのように血流が時間中に
発展するかを示すことができる。換言すると、前記第１のデータと前記第１の時間間隔に
取得された前記第２のデータセットとの間の比は、血流の変化のみを示し、前記第１のデ
ータと後の時間に取得された続く第２のデータセットとの比は、組織の血流を示す。
【００１８】
　したがって、本発明のこの模範的実施例によると、透過及び反射の両方が測定される。
【００１９】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記光学検査装置は、光学マンモグラフィ装置と
して構成される。
【００２０】
　したがって、安全かつ無痛かつ費用効率の高い技術が、乳がんの検出及び診断に対して
提供される。
【００２１】
　光学波長における光子は、例えばＸ線光子のように生物組織に対して有害ではないので
、本発明による光学イメージングモダリティが人間の組織を破壊しないので、本発明によ
るシステムは、医学的応用に適切である。
【００２２】
　次に、光学検査装置の模範的実施例が説明される。しかしながら、これらの実施例は、
光学検査方法、画像処理デバイス、コンピュータ読み取り可能媒体及びプログラムにも当
てはまる。
【００２３】
　光学放射線検出器ユニットは、空間分解検出器でありうる。前記較正手順を検出器（例
えば電荷結合素子（ＣＣＤ）アレイ）の空間分解能と組み合わせることにより、結果画像
の精度が改良されることができる。
【００２４】
　加えて又は代わりに、前記検出器ユニットは、周波数又はエネルギ分解検出器であって
もよい。
【００２５】
　加えて又は代わりに、前記光学検出器ユニットは、時間分解検出器であってもよい。
【００２６】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記関心対象に関する情報は、前記第１の検出デ
ータと前記第２の検出データとの比に基づいて決定される。
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【００２７】
　これは、効果的かつ速い較正手順を提供することができる。
【００２８】
　本発明の他の模範的実施例によると、光学検査装置を用いて関心対象を検査する方法が
提供されることができ、前記方法は、前記関心対象からの第１の放射線及び第２の放射線
を検出し、第１の検出データ及び第２の検出データを生じるステップと、前記第１の検出
データ及び前記第２の検出データに基づいて前記関心対象に関する情報を決定するステッ
プとを有する。前記第１の検出データは、前記関心対象内の第１の酸素濃度に対応し、前
記第２の検出データは、前記関心対象内の第２の異なる酸素濃度に対応する。
【００２９】
　これは、前記検出データの改良された構成を可能にすることができ、改良された画質を
結果的に生じることができると考えられる。
【００３０】
　本発明の他の模範的実施例によると、前記方法は、前記第１の放射線及び前記第２の放
射線の検出中に前記関心対象の心電図データを取得するステップと、前記心電図データに
基づいて、収縮期、したがって前記第２の検出データを識別し、拡張期、したがって前記
第２の検出データを識別するステップとを更に有する。
【００３１】
　本発明の他の模範的実施例によると、光学検査装置を用いて関心対象を検査する画像処
理デバイスが提供されることができ、前記画像処理デバイスは、第１の検出データ及び第
２の検出データを記憶するメモリと、前記第１の検出データ及び前記第２の検出データに
基づいて前記関心対象に関する情報を決定するように構成された決定ユニットとを有する
。
【００３２】
　本発明の他の模範的実施例によると、光学検査装置を用いて関心対象を検査するコンピ
ュータプログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能媒体が提供されることができ、
前記コンピュータプログラムは、プロセッサにより実行される場合に、上述の方法ステッ
プを実行するように構成される。
【００３３】
　本発明は、関心対象を検査するプログラムにも関し、前記プログラムは、プロセッサに
より実行される場合に、上述の方法ステップを実行するように構成される。前記プログラ
ムは、コンピュータ読み取り可能媒体に記憶されることができ、データプロセッサのワー
キングメモリにロードされることができる。前記データプロセッサは、したがって、本発
明の前記方法の模範的実施例を実行するために備えられることができる。前記コンピュー
タプログラムは、如何なる適切なプログラミング言語、例えばＣ＋＋で書かれてもよく、
ＣＤ－ＲＯＭのようなコンピュータ読み取り可能媒体に記憶されてもよい。また、前記コ
ンピュータプログラムは、ワールドワイドウェブのようなネットワークから利用可能であ
ってもよく、前記ネットワークから画像処理ユニット若しくはプロセッサ、又は如何なる
適切なコンピュータにダウンロードされてもよい。
【００３４】
　光トモグラフィにおいて、前記データの較正が追加の較正媒体を使用することなく提供
されることは、本発明の模範的実施例の主旨と見なされてもよい。本発明の模範的実施例
によると、前記関心対象は、較正に使用され、前記画像データは、前記関心対象の高酸素
化相の間に取得され、前記較正データは、前記関心対象の低酸素化相の間に取得される。
これは、改良された較正を提供することができ、結果として改良された画質を生じること
ができる。
【００３５】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例を参照して説明され、明らか
になる。
【００３６】
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　本発明の模範的実施例は、図面を参照して以下に記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　図面の図は概略的である。異なる図面において、同様又は同一の要素は、同じ参照番号
を提供される。
【００３８】
　以下、図１を参照して、本発明の模範的実施例による光学検査装置１００が詳細に記載
される。
【００３９】
　例えば組織のような関心対象１０１の検査用の光学検査装置１００は、光学放射線源１
０２と、検出ユニット１０３と、決定ユニット１０４と、オプションとして心電図ユニッ
ト１０５とを有する。
【００４０】
　光学放射線源１０２は、特定の波長を放出するようにそれぞれ構成される１つ又は複数
のレーザ又はフォトダイオード１０６、１０７、１０８を有することができる。各放出さ
れた波長は、例えば５００ｎｍないし１５００ｎｍの赤外又は近赤外波長でありうる。前
記放出された光ビームは、光ファイバ１０９、１１０、１１１によりカップラ１１２に供
給される。ファイバカップラ１１２は、３つのファイバ１０９、１１０及び１１１をカッ
プリングし、イメージング領域の直接照射により結合された光１１３を関心対象１０１に
放出するように構成されることができる。
【００４１】
　しかしながら、前記検査装置は、光源としてより多くのファイバ、例えば２５５のファ
イバ及び例えば検出用に２５５のファイバを使用することができる。本発明の模範的実施
例によると、前記ファイバは、カップ形状の測定チャンバの壁に取り付けられる。前記光
源ファイバは、連続波を順次的に使用して照射され、全ての検出器の信号は、同時に記録
される。例えば３つの異なる波長が使用されることができる。
【００４２】
　光ファイバの代わりに、又は光ファイバ１０９、１１０、１１１に加えて、レンズ（図
１に描かれない）のような他の光学素子が、関心対象１０１に光を供給するのに使用され
ることができる。更に、フィルタ、鏡、開口及び変調器が、前記光を前処理するのに使用
されることができる。しかしながら、１つの単一波長が、本発明の模範的実施例により必
要でありうる。
【００４３】
　光学放射線源１０２により放出された光は、サンプル１０１に衝突し、サンプル１０１
を通って伝播する。光伝播の拡散性質のため、関心対象１０１は、透過放射線１１４、１
１５、１１６を放出する。
【００４４】
　関心対象１０１から放出された光は、レンズ、鏡及びフィルタのような光学素子を有す
ることができる光収集光学素子（図１に描かれない）により更に処理されることができる
。
【００４５】
　前記光は、放出フィルタ（図１に描かれない）においてフィルタリングされることがで
きる。背景放射は、光学フィルタの１つ又は系列により収集経路から退けられることがで
きる。
【００４６】
　この場合、関心対象１０１からの光は、ＣＣＤカメラ、フォトダイオード、アバランシ
ェフォトダイオード又は増倍管の形式で構成されることができる検出器素子１１７、１１
８、１１９により検出される。検出信号の増幅が実行されることができ、前記検出信号は
、デジタル信号に変換されることができる。
【００４７】
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　前記関心対象内の第１の酸素濃度に対応する第１の検出データと、（前記第１の酸素濃
度とは異なる）前記関心対象内の第２の酸素濃度に対応する第２の検出データとを有する
前記検出信号は、この場合、伝送線１２１により決定ユニット１０４に伝送される。
【００４８】
　決定ユニット１０４は、線１２０を介して関心対象１０１の心周期を測定するように構
成された心電図ユニット１０５に（線１２２を介して）結合されることができる。この心
電図データは、この場合、前記関心対象の心臓の拡張期及び収縮期を識別するのに使用さ
れることができ、結果として第１の検出データ及び第２の検出データの識別を生じる。
【００４９】
　決定ユニット１０４は、前記（高酸素）画像データ及び前記（低酸素）較正データに基
づいて関心対象１０１の２次元又は３次元画像を再構成するように構成される。
【００５０】
　最構成アルゴリズムは、例えば、一次摂動理論に基づく拡散方程式に対する線形近似で
あるリトフ近似（Rytov-approximation）に基づく。摂動に対するベースラインは、第１
の検出データ（Φ0(ｘd,ｘs)）を生じる第１の測定により規定される。前記リトフ近似を
使用して、第２の検出データ（Φ(ｘd,ｘs)）と第１の検出データ（Φ0(ｘd,ｘs)）との
間の吸収係数δμの変化は、
【数１】

と記述されることができ、ここでｘs及びｘdは前記光源及び前記検出器の位置をそれぞれ
参照する。Ｇ(ｘ,ｘs)は、ｘsにおける点源に対する点ｘにおけるグリーン関数である。
ｃは前記第１の酸素濃度における前記関心対象の光学特性に依存する定数である。ここで
、上記の式は、δμについて解かれなければならず、この場合、前記関心対象の画像を生
じる。
【００５１】
　しかしながら、前記データの完全な較正が、成功する画像再構成に対して必要である。
したがって、基準測定が、前記データを較正するのに使用される。前記測定データと前記
基準データとの比から、基準媒体と乳房との間の減衰の差が再構成されることができる。
本発明の一態様によると、前記基準媒体は、前記関心対象自体（すなわち例えば乳房）で
あり、前記乳房内の血液の酸素濃度のみ異なるものである。したがって、前記基準媒体の
光学特性と前記関心対象の光学特性との間の不一致は、（これらが同じであるので）存在
しない。
【００５２】
　換言すると、前記関心対象からの測定データの２つのセットが取得され、一方は心臓の
収縮期に対応し、他方は心臓の拡張期に対応する。両方のデータセットの比は、収縮期と
拡張期との間の血液酸素化及びＨｂ濃度に関連した減衰の差のみに依存する。このように
して、ファイバ伝送、検出器感度等のような測定システムの体系的な因子だけでなく、基
準媒体と関心対象との間の不一致及び組織の静的不均一性も相殺する。これは、血液パラ
メータの画像再構成を大幅に単純化することができる。
【００５３】
　代わりに、前記データは、並列ＥＣＧ記録と時間分解されて記憶されることができる。
信号の変調は、この場合、収縮期及び拡張期をそれぞれ決定するのに使用されることがで
きる。更に、全体的な時間的振る舞いが、血液力学を再構成するのに使用されることがで
きる。
【００５４】
　放射線源の数を増加することにより、血液量の変化及び酸素飽和度の変化が区別される
ことができる。
【００５５】
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　本発明によると、複数の異なる波長を使用する必要がないことに注意すべきである。１
つの単一波長が十分でありうる。更に、本発明の一態様によると、スペクトル解像度が検
出に対して必要でない。更に、前記第１及び第２のデータが心臓の収縮期及び拡張期に対
応しないが、通常呼吸の相と、患者が（血液内の酸素濃度を減少するために）呼吸を止め
る第２の相とに対応してもよい。
【００５６】
　データ取得（反射／透過の測定）は、前記関心対象の周りの異なる領域において実行さ
れてもよく、この取得の間に照射条件の変化は実行されない。この場合、後のデータ取得
は、変更された照射条件であるが前記関心対象の周りの（同じ又は他の）異なる領域にお
いて実行されることができる。これら全てのデータ取得が、前記第１の検出データをもた
らす。同じデータ取得シーケンスは、この場合、異なる酸素濃度において実行され、前記
第２の検出データをもたらす。
【００５７】
　前記酸素化は、異なる酸素濃度を持つ気体を呼吸するような他の手段によっても影響を
受けるかもしれない。
【００５８】
　更に、酸素化及び血液量は、薬物又は生理学的プロセス（例えば運動（筋肉）、刺激／
活動（脳））により変化されることもありうる。
【００５９】
　しかしながら、これらの場合のいずれにおいても、前記第１のデータセットは、酸素化
及び血液量の１つの状態に対応し、前記第２のデータセットは、酸素化及び血液量の他の
状態に対応する。
【００６０】
　動的プロセスは、当該動的プロセスの間に第２のデータセットの系列を取得することに
より学習されることができるのに対し、前記第１のデータセットは、前記対象の静止状態
において取得される。
【００６１】
　図２は、前記関心対象の収縮期及び拡張期を有する吸収データを示す。水平軸２０１は
時間を表し、縦軸２０２は、曲線２０３により表される組織の吸収を表す。対応する心電
図データは、前記関心対象の収縮期に対応する間隔２０４、２０５、２０６と、前記関心
対象の拡張期に対応する間隔２０７、２０８、２０９とにより表される。曲線２０３は、
複数の心周期にわたり測定されたデータを有する測定データセットを表す。
【００６２】
　図２から分かるように、前記吸収は、収縮期と拡張期との間で変化する。
【００６３】
　図３は、本発明による模範的実施例のフローチャートである。この方法は、ステップ１
において光学放射線源による前記関心対象に対する一次光学放射線の放出から始める。
【００６４】
　次いで、ステップ２において、データ取得が実行される。検出器ユニットは、前記関心
対象からの画像放射線及び較正放射線を検出し、第１の検出データ及び第２の検出データ
を生じる。
【００６５】
　次いで、ステップ３において、前記第１の検出データと前記第２の検出データとの間の
比が、較正のために決定される。
【００６６】
　ステップ４において、前記関心対象の画像の再構成が、前記比に基づいて実行される。
【００６７】
　前記方法はステップ５において終了する。
【００６８】
　図４は、本発明による方法の模範的実施例を実行する本発明による画像処理デバイスの
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の一部のような関心対象を描く画像を記憶するメモリ４０２に接続された中央処理ユニッ
ト（ＣＰＵ）又は画像プロセッサ４０１を有する。データプロセッサ４０１は、光トモグ
ラフィデバイスのような診断デバイスに対する複数の入出力ネットワークに接続されるこ
とができる。データプロセッサ４０１は、データプロセッサ４０１により計算又は適合さ
れた情報又は画像を表示する表示デバイス４０３、例えば、コンピュータモニタに更に接
続されることができる。オペレータ又はユーザは、キーボード４０４及び／又は図４に描
かれていない他の出力デバイスを介してデータプロセッサ４０１とインタラクトすること
ができる。
【００６９】
　更に、バスシステム４０５を介して、画像処理及び制御プロセッサ４０１を、例えば、
前記関心対象の動きをモニタリングする動きモニタに接続することも可能でありうる。例
えば、動きセンサは、呼気センサ又は心電図ユニットでありうる。
【００７０】
　本発明の模範的実施例は、イメージングワークステーションに対するソフトウェアオプ
ションとして販売されることができる。
【００７１】
　用語"有する"は他の要素又はステップを除外せず、"１つの"は複数を除外せず、単一の
プロセッサ又はシステムが請求項に記載された複数の手段又はユニットの機能を満たすこ
とができることに注意すべきである。
【００７２】
　請求項内の参照符号は請求項の範囲を限定すると解釈されるべきでないことに注意すべ
きである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の模範的実施例による光学検査装置の単純化された概略表現を示す。
【図２】関心対象の収縮期及び拡張期を有する複数の心拍の間の吸収曲線の概略表現を示
す。
【図３】本発明による方法の模範的実施例のフローチャートを示す。
【図４】本発明による方法の模範的実施例を実行する本発明による画像処理デバイスの模
範的実施例を示す。
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